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令和３年度第２回国立市立学校給食センター運営審議会 

 

会場： 国立市立学校第一給食センター大会議室 

日時： 令和３年９月３０日（火）午後２時から午後３時１５分まで 

出席委員：黒田委員、秋山委員、匂坂委員、後藤委員、中井委員、吉野委員、村上委員、

播磨委員、久保委員、矢田部委員、矢澤委員、小野委員、小林委員、七条委員、垣委員、

牛島委員（１６名） 

事務局：土方給食センター所長、青木主査、久保主査、宮本主査 

 

【黒田会長】  令和３年度第２回国立市立学校給食センター運営審議会を開始いたしま

す。 

 本日はお忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本日の出欠

席の状況ですが、学校医代表の七条委員より遅参する旨の連絡をいただいております。ま

た、食育担当教員代表の河合委員より欠席の連絡をいただいております。 

 それでは、まず資料の確認をしたいと思います。事務局よりお願いをいたします。 

【事務局】  それでは、議事に先立ちまして皆様に一言御報告がございます。現在、当

給食センターでは国家試験である管理栄養士資格の取得に向けて、大学生である教育実習

生を４名受け入れております。本日、研修の一環としてこの審議会を傍聴させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 では、資料の確認をお願いいたします。事前に郵送いたしました、運営審議会次第、資

料１－１の令和３年度事業報告、資料１－２、１－３で学校給食食材等の放射性物質の測

定検査及び産地について。資料２として、令和３年度学校給食費収支状況となります。過

不足等ございますでしょうか。ありがとうございます。以上です。 

【黒田会長】  ありがとうございました。それでは、早速議題に移りたいと思います。 

 本日、予定をされております議題は（１）事業報告について（２）学校給食費の収支状

況について、８月３１日現在。この２本となっておりますので、皆様御協力をよろしくお

願いをいたします。 

 それでは、（１）の事業報告についてを議題といたします。事務局から報告をお願いいた

します。 

【事務局】  かしこまりました。それでは、事業報告につきまして御説明いたします。 
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 資料番号１－１を御覧ください。まず、６月２４日の令和２年度第６回運営審議会から

本日までの事業などの主なものについて御説明させていただきます。 

 ７月１９日に、１学期の給食が終了いたしました。２８日には、令和５年度第２学期か

ら開設される予定の新学校給食センターの工事に関しまして、近隣住民の方々などに向け

て御説明する会を南市民プラザを会場として午後７時より行いました。当日は３０名弱の

皆様が参加されておりました。８月３０日に小中学校の一部、翌々日の９月１日から全校

で給食を開始しております。９月１７日には、令和３年４月１日から８月３１日分の学校

給食費の収支状況について、監査委員に監査していただきましたので、後ほど監査の報告

をしていただきます。最後に、本日第２回の運営審議会という経過でございます。以上、

主なものについて御報告させていただきました。 

 続きまして、資料番号１－２、１－３でございますが、給食センターでの放射性物質の

測定検査については、６月から８月までの給食実施日の飲用牛乳、飲用牛乳を除いた小中

学校の提供給食を測定し、いずれも検出限界値にて不検出との結果でございました。外部

機関検査による放射能測定の結果につきましては、資料のとおりでございます。 

 また、７月から９月使用分の給食物資の予定産地と地場野菜の使用予定日も同資料に記

載してございます。雑駁ですが、報告につきましては以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

【黒田会長】  ありがとうございました。以上、報告が終わりました。御質問や御意見

がありましたら、お願いをいたします。 

 久保委員、お願いいたします。 

【久保委員】  国立七小の久保です。よろしくお願いいたします。資料１－１と１－２

に質問があるんですけれども、まとめてでよろしいですか。 

 では、資料１－１に２つございますので、よろしくお願いいたします。７月２０日施設

設備・機器類保守・点検作業を順次開始ということなんですけれども、だいぶ、現行の給

食センターがすごく長い期間あるので、機械とかも大分、もう機械のメーカーさんがなく

なったりとかしていて、調達が難しいという話なんですけれども、機器の買い換えとかと

いうのはわりと多いほうだというふうにお考えでしょうかという、今後の見通しをお聞か

せいただきたいというところです。 

 ２つ目の質問は、同じく７月２８日、国立市立学校給食センター新築工事近隣住民説明

会なんですけれども、３０名弱の方がお集まりくださったとのことなんですけれども、給
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食センターが御近所に建つということで、近隣の皆様はどのようにお考えなのかという生

の声が聞けたと思うので、一部お差支えない範囲で御紹介いただけたらうれしいなと思い

ます。 

 続きまして、資料１－２、２番株式会社同位体研究所による放射性物質の測定結果につ

いてなんですけれども、こちらの測定に関しては大体いつごろまで行うというような計画

はあるのでしょうか。ありましたらお願いします。以上でございます。 

【黒田会長】  事務局よりお願いいたします。 

【事務局】  まずは、７月２０日点検開始の関係でございます。その中で、今後機器の

買い換え等あるのかという御質問だったと思います。基本的には、今、壊れたものとかに

関しましては緊急的に買い換えを行っておるところで、あと２年という形なものですから、

これから何か更新しようという考えは今のところございません。よって、令和３年度につ

いては大きな機器の買い換えの予算は取っていないところでございます。 

 ただ、昨年度、令和２年度につきましては、第一給食センターで食器消毒保管庫、これ

が故障いたしまして、当然故障すれば消毒できなくなるので、子どもたちの給食のランチ

プレートとか、おわんが消毒できないという形になって提供できないという形になります

ので、それは急遽買いました、壊れたので。これは４００万円以上かかってございます。 

 あと、令和２年度は第二センター、中学校のほうで、回転釜のほうを交換させていただ

いております。これは昨年度の２つ大きなもので、今年度については先ほども言いました

ように予算的なもので何か買い換えというのはとっていないところで、引き続き令和４年

度、もうすぐ予算編成が始まりますけど、今のところ何か大きなものを買うよという予定

はございません。何とか２年間もたせようという考えではおります。 

 あと、７月２８日の説明会の関係です。実は３０名以上来られたんですが、近隣の方と

言われるような方は３名だったんです。あとの方はちょっと近隣とは違う方でございまし

た。近隣の方からどういう質問をされたかというのは、主に給食が始まった後というより

は、給食センターを造るに当たって工事が行われる。工事が行われるに当たっては工事車

両が例えば渋滞を起こしたりとかというのはないのかという御質問。 

 あとは、当然給食が始まれば配送車や物資の納入車などの車が通るかと思うんですが、

そういうのはどういう時間帯に来るのか。例えば自分たちの生活リズムがあるので、そう

いう時間帯とかぶるようなことがないのか。あるいは、隣に工場があるものですから、そ

の工場の出入りの車とうちのほうの給食を食べた後の回収の車の時間がかぶることはない
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のかというような御質問をいただいたところでございます。それが、近隣住民の方の生の

声というか、御質問あったところでございました。 

 あと、同位体検査における放射性物質ですけど、放射能、皆さん御存じのとおり１０年、

２０年で去るものではないので、今のところこれをやっていることによって、例えばもう

そろそろやめてもいいんじゃないかというような話はお伺いはしておりません。逆に、ま

だやっていただいていてよかったです、これからもやってくださいというお声は全員では

ないですけど、少なからずいただいているところでございます。放射性、どこまでやるか

というのは、まだ先が見通せないところではありますが、現段階で、じゃあ、５年後、１

０年後にもう毎日検査や、同位体による外部検査をやめようというような流れにはなって

いないところではございます。以上でございます。 

【黒田会長】  よろしいでしょうか。 

【久保委員】  お答えいただきましてありがとうございます。これに関してまた追加で

質問してもよろしいでしょうか。 

【黒田会長】  どうぞ。 

【久保委員】  国立七小の久保です、よろしくお願いいたします。７月２０日、資料１

－１なんですけれども、機器の点検をしていただきまして、予算を取っていないで２年間

もたせるというお話だったんですけれども、ほんとうにぶっ壊れちゃったらどこかにお願

いできる状況にはあるのかということはちょっとお伺いしたいということです。 

 あと、近隣の方が３名来てくださったということなんですけれども、渋滞のことを心配

していらっしゃるというのは当然かなとは思うんですが、こちらに関して市は何か対応し

てくださるような予定とかというのはあったりするのかとか、あと、窓口があるのかどう

か。こういうことで、給食センターのことで困ったことがあったというときに、近隣の方

が相談できるような窓口が市なのか、ＰＦＩなのか分からないんですけど、どこかにある

のかということ。 

 あと、最後に１点なんですけど、放射性物質の検査については我々保護者としても大変

ありがたく思っております。こちらについて、ＰＦＩ事業に委託という形になったときに、

市のほうで責任もってまだ継続してやっていただけるのかしらというところが心配なとこ

ろでございます。お願いいたします。 

【黒田会長】  事務局よりお願いいたします。 

【事務局】  まず、御指摘いただきました、７月２０日からの点検に関しましては、主
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に何かというのは修繕費という予算になるんですが、そちらが直すという、修理するとい

う概念で費用を捻出いたします。これは、１００万単位とかいうものではございません。

なおかつ、夏休みは長期学校が休みなものですから、基幹部分であるボイラーとか、そう

いうところの点検がしっかりできますので、そういうのをやらさせていただいて、大きな

故障がないように、保守的な部分をやらせていただいていることでございます。万が一、

ほんとうに壊れてしまったらという形なんですが、それは基本的に補正予算ですね、年度

途中の議会が年４回ありますので、補正予算、あるいは、どうにもならなければその予算

を専決処分というんですが、議会を開く前に市長が、予算を自ら決定して、後に議会に報

告、議決をいただくということができるんですが、当然緊急性があれば専決処分、あるい

は、市には予備費というものがありまして、２,０００万ほど持っているんですけど、その

２,０００万を使って直してしまうということもできます。ですので、緊急的な対応ができ

るかなと思います。それは備品購入という予算になるかと思います。 

 近隣説明で車の渋滞の話だったと、あと、工事の関係どういうところに問い合わせした

かというところなんですが、実は今月の頭、９月１日に国立市組織改正がございまして、

給食センターとは別に新学校給食センター開設準備室というものができました。開設準備

室の室長は教育次長が兼任という形になります。当然、私も開設準備室事業担当課長とい

うことで兼任させていただいております。私が事業担当課長なんですが、整備担当課長、

工事を専門に持っているということなんですが、整備担当課長というのがつくられました。

それは、行政管理部の建築営繕課長、これが兼任という形になるんですが、一義的に何か

お問い合わせとか御相談があるんだったら新学校給食センター開設準備室、こちらのほう

にお問い合わせいただければなと思っております。そこには新学校給食センターの開設準

備室が専任の職員もおりますので、御相談いただければと思います。そこで何かあった場

合には、副次的にはＰＦＩ業者である設計でしたら阿波設計というところになるんですが、

あと、工事でしたらナカノフドーという形になるんですが、そこに私たちのほうから話す

という形になるかと思いますので、そこは相談窓口とは万全を期していきたいと思ってお

ります。 

 あと、放射性物質の関係なんですが、ＰＦＩの新しい給食センターになった場合でも、

これに関しましては市が責任を持って放射性物質の検査、これはしっかりやっていきます

ので御安心していただければと思います。以上です。 

【黒田会長】  ありがとうございました。 
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 ほか、よろしいでしょうか。 

【久保委員】  ありがとうございます。しっかりやっていただいているということなの

で、ほっといたしました。今後ともよろしくお願いいたします。 

【黒田会長】  では、そのほかに御質問御意見等ございますでしょうか。 

 よろしいですか。では、特にないようですので、次に移りたいと思います。 

 続きまして、（２）学校給食費の収支状況についてを議題といたします。事務局より説明

をお願いいたします。 

【事務局】  かしこまりました。 

 それでは、令和３年４月１日から８月３１日までの学校給食費収支状況につきまして御

説明させていただきます。お手元の資料２の１ページを御覧ください。収入の欄、給食費

は調定額１億５８万７６２円に対しまして、収入額が８,９４０万４,８７６円。未収入額

が１,１１７万５,８８６円で、収納率といたしましては８８.８９％でございます。 

 内訳でございます。現年度給食費、令和３年度給食費につきましては、調定額が９,１８

２万４,５７９円に対し、収入額、８,９２６万８,３５３円。未収入額が２５５万６,２２

６円。収納率が９７.２２％でございます。 

 過年度給食費、令和２年度以前の調定額につきましては、８７５万６,１８３円に対して、

収入額が１３万６,５２３円。未収入額８６１万９,６６０円。収納率が１.５６％でござい

ます。 

 その下、前年度繰越金、雑入は廃油売却収入等で、御覧のような金額となってございま

す。この２万４,２４６円の内訳でございますが、廃油代としまして２万４,１８０円。利

息が６６円でございまして、合計で２万４,２４６円というふうになってございます。 

 合計額の欄でございます。調定額、１億１,０６９万６,７４４円。収入額、９,９５２万

８５８円。未収入額、１,１１７万５,８８６円でございます。 

 下段左側の支出でございます。主食購入代、副食購入代、牛乳購入代、調味料購入代と

なってございまして、合計額が８,５３９万３,４４２円でございます。 

 右側の表でございますが、収入合計から支出合計を差し引いた８月３１日現在の残高と

いたしましては、１,４１２万７,４１６円でございます。 

 続きまして、おめくりいただいて２ページを御覧ください。２ページ以降につきまして

は、１ページで御説明いたしました補足の詳細資料でございます。２ページにつきまして

は、先ほど御説明いたしました現年度給食費の収入における調定額、収入額、未収入額等
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について、小学校分を月別に示したもので、さらに、喫食者数を添えたものでございます。 

 小学校については、合計で調定額、６,１８５万４,４７６円に対して、収入額が６,０４

５万４,４５０円、未収入額が１３９万２６円。支出額５,７０３万２,８１７円。喫食者数

が述べ２３万２,２０１人でございます。 

 ３ページは同様に中学校における状況でございます。合計欄でございますが、調定額、

２,９９７万１０３円に対しまして、収入額が２,８８０万３,９０３円。未収入額が１１６

万６,２００円。支出額が２,８３６万６２５円で、喫食者数が９万５,４０８人でございま

す。 

 最後の行は、小中学校の合計となってございます。 

 続きまして、おめくりいただいて４ページでございます。物資の購入代金の支出に係る

小学校における物資ごとの月別内訳を示しております。さらに、主食と副食についても細

かく分類をしたものでございます。小学校における物資代金合計は５,７０３万２,８１７

円となります。 

 続きまして、５ページは同様に中学校における物資代金の内訳を示しております。中学

校における物資代金合計は２,８３６万６２５円で、小中合計では８,５３９万３,４４２円

でございます。 

 続きまして、おめくりいただいて６ページでございます。６ページは、１ページで御説

明いたしました過年度給食費の収入における調定額、収入額等の年度別内訳でございます。

８月３１日現在の収入といたしましては、小学校分が２万８,４２５円。中学校分で１０万

８,０９８円。収納率は１.５６％でございます。 

 次のページにつきましては、９月１７日に行っていただきました監査の報告書を添付し

てございます。報告につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【黒田会長】  ありがとうございました。御質問等がある場合は、この後、監査委員の

監査報告をお受けいたしますので、その後にお伺いをしたいと思います。 

 それでは、第二小学校の後藤委員と、第三小学校の中井委員、よろしくお願いをいたし

ます。 

【後藤委員】  それでは、監査報告をいたします。監査報告書を御覧ください。監査は

９月１７日金曜日、午前１０時ごろから、第一給食センター会議室で行いました。監査の

内容は、令和３年度１学期の学校給食費の収支書類と証拠書類を監査したもので、監査の

結果はここにありますとおり、令和３年４月１日から、令和３年８月３１日までの学校給
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食費収支状況について、帳簿及び預金通帳等を照合した結果、適正に処理されていること

を認めます。令和３年９月３０日国立市立学校給食センター運営審議会監査委員後藤淳子。

監査委員中井麻美。以上です。 

【黒田会長】  お２人の監査委員には、大変お忙しい中、帳簿や関係書類につきまして

監査をしていただき、大変にありがとうございました。 

 それでは、御質問や御意見がありましたら、お願いをいたします。 

 お願いいたします。 

【吉野委員】  ありがとうございます。四小の吉野と申します。第１回のときもどなた

かがコメントしてくださったかと思うんですけれども、この現年度や過年度の収納率とい

うのは、全国平均と比べても比較的高いものなんですかというのが１点目で、２点目の質

問は、この過年度については過去何年分ぐらいのものを示しているのかということと、最

終的に収納できなかった場合は、欠損処理して終わりということなのかというのを確認さ

せてください。以上になります。 

【黒田会長】  では、事務局よりお願いいたします。 

【事務局】  まず、全国平均として高いのかどうなのかという部分なんですが、給食費

というのが、ちょっと税と違いまして、全国一律で、例えば、固定資産税だったら１.４％

とかというような決まりではないんですね。給食費を全額公費負担にしている自治体もあ

れば、皆様からいただいている自治体もある。なおかつ、私たちのように給食センターの

職員が給食費の収納事務を行っているところもあれば、各学校で、あるいは担任の先生が

行っているというところもあるので、一概に高いとか低いとかとは言えないところではご

ざいます。ただ、東京の２６市の中で、センター方式でセンターで徴収事務をやっている

という中では決して低いほうではないというふうに認識していただければと思います。 

 ただ、やはり各学校でやっている、担任の先生が集金をしている、ここは非常に高いと

いうか、東京の２６市を見ますと、収納率１００％、あるいは９９.９、こういうところが

いっぱいあります。ちょっとどうやっているか分からないんですけど、かなりの先生の負

担になっているのかなとは思っているんですが、国立市は給食センター開設以来５０年以

上教員の方にお願いするのじゃなくて、給食センターのほうでやっているということでご

ざいます。 

 あと、過年度がどこまでが対象かという部分でございます。この滞納繰り越し分に関し

ましては、平成２年でしたか、給食センターの運営審議会のほうで不納欠損、いわゆる会
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計上の不納欠損ですね、債権放棄ということになると思うんですが、これを１０年と定め

させていただいております。ですので、滞納繰り越しの過年度分は１０年間の分は載って

いるという認識で、１０年経過したもの、あるいは５年たってもう市外へ引っ越しちゃっ

て、それは経過したものに関しましては、会計上の不納欠損、債権放棄をしてもよいとい

うような運営審議会での取り決めがありましたので、それにしたがって今やっているとい

うところでございます。 

【吉野委員】  ありがとうございます。よく理解できました。 

【黒田会長】  そのほかにはございますでしょうか。 

 特になければ、よろしいでしょうか。 

 では、次に移らせていただきます。最後に（３）その他になりますけれども、委員の皆

様から何かありますか。 

 久保委員お願いいたします。 

【久保委員】  国立七小の久保です。よろしくお願いします。保護者の皆様の中でＧメ

ールとか、Ｇドライブとかちょっと見るのが難しいという方がいたら、正直に手を挙げて

いただけませんでしょうか。 

 では、あとでゆっくりお話させていただきます。 

 ほかに、ちょっと難しいという方、いますか。特にいらっしゃらないようであれば、こ

のままずっと２８年ぐらいからＧメールのアカウントを取っていただいて、Ｇメールのア

カウントを通して審議会の議事録ですとか、あとは、審議会だよりを共有したり話し合っ

たりしていこうということでやってきていまして、私も特に前任者から引継ぎはなかった

ですし、前任者の方も恐らく前の方から引継ぎとかって何もないんですね。なので、時代

も変わっていきますし、皆さんが使っているスマートフォンだったりパソコンだったりと

いう持っているものも変わっていきますので、そのとき皆さんが一番使いやすいいいもの

が選択できたらなというふうには考えているんですね。そういうメールとかがいつ来るか

分からないとか、受け取れる方もいるし、受け取れない環境もいるということですので、

遠慮なく言っていただいて、ちょっと私はしんどいですというのがあれば、できる方法に

変えていきたいと思いますので、あとで個別でもいいのでお声をかけていただければいい

かなと思います。ほかに、何か聞きたいこととかありますか。今言いづらければ、またあ

とで個人で久保のほうまでよろしくお願いします。以上です。 

【黒田会長】  ありがとうございました。そのほか、何か皆様方のほうから議題になる
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ことはございますでしょうか。よろしいですか。 

 では、事務局のほうで何かありますか。 

【事務局】  それでは、事務局のほうから次回の審議会に向けて１点お知らせがござい

ます。年が明けて１月２７日木曜日に予定されております。視察研修についてでございま

す。次回の審議会では視察先について検討していただくのですが、皆様の中で何か思い当

たる自治体や、ある方面で先進市である自治体で一度視察してみたいなと思っていらっし

ゃるところがございましたら、１０月末ごろを目途にぜひ事務局まで御連絡いただければ

と存じます。以上です、よろしくお願いいたします。 

【黒田会長】  よろしくお願いをいたします。 

 では、本日の議題はこれで全て終了いたしました。 

 それでは、次回についてお知らせをさせていただきます。次回は令和３年１１月２５日

木曜日になります。午後２時からとなりますので、よろしくお願いをいたします。もう一

度申し上げます。次回は令和３年１１月２５日木曜日、午後２時から。こちらでというよ

うになりますので、よろしくお願いをいたします。 

 ではこれで、第２回学校給食センター運営審議会を終了いたします。大変ありがとうご

ざいました。 

 

―― 了 ―― 


